
様
式
第
三
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



（
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
九
条

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
条

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
一
条

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
一
面
か
ら
第
三
面
ま
で
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
（
第
一
面
及
び
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
一
面
か
ら
第
五
面
ま
で
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
医
療
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

医
療
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
号
（
表
面
）、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
様
式
中
「平

成

」
を
「令

和
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
生
活
困
窮
者
等
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

生
活
困
窮
者
等
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
規
則
様
式
第
五
号
の
四
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「短

時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
76号
）
第
２
条

」
を
「短

時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法

律
第
76号
）
第
２
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
健
康
増
進
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



第
二
条
中
健
康
増
進
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



附
則
様
式
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
九
号
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
五
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
五
の
二
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
五
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
三
号
の
六
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
七
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
施
行
規
則
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
の
改
正
規
定
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
う
ち
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



第
十
一
条
の
う
ち
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
う
ち
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
中
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


